
入札保証金・契約保証金についての注意事項  

（例年誤りが多いので熟読をお願いします。） 

 

 

１．入札保証金について 

入札に当たっては、以下の３通りのうちいずれかが必要となります。入札書の提出までに

ご用意ください。 

（１）入札保証金（現金若しくは金融機関が振出又は支払保証をした小切手）を納付又は提供 

（２）県を被保険者とする入札保証保険契約を保険会社との間で締結し、その証書を提出 

（３）２件分の履行証明書を取得し、提出 

 

【注意事項】 

（１）の場合 

①入札保証金等の額 

入札書に記載する金額×110／100の100分の５以上の額 

②納付又は提供の手続き 

入札書の提出までに行ってください。その際、「保証金等納付書」の作成が必要とな

るので、代表者の方は会社代表者印、入札事務の委任を受けた方は委任を受けた方の

印鑑をお持ち下さい。保証金及び保証金等納付書と引き換えに「保管証書」をお渡し

します。 

③小切手について 

金融機関の支店長名で振り出された小切手をご提出ください。貴社の当座小切手では

ありませんのでご注意下さい。 

④入札保証金の返還 

・落札者以外の方 

入札終了後に保証金を払い戻します。「保管証書」の裏面に200円分の収入印紙の貼

付が必要になりますので、ご用意下さい。 

・落札者 

契約締結時に契約保証金（請負金額の100分の10以上）を納付するまで返還できませ

んのでご注意下さい。 

 

（２）の場合 

①保険金額 

入札書に記載する金額×110／100の100分の５以上の額 

   ②提出期限 

    入札書の提出までに保険契約証書の原本を提出してください。 

   ③保険契約の内容 

    以下を参考に保険契約を締結してください。 



１  被保険者  （住所）福岡市博多区東公園７番７号 

（氏名）福岡県知事  服部 誠太郎 

 ２  申込人   （住所）貴社住所 

（氏名）代表者名 

    ３  契約名   吉塚合同庁舎消防用設備等機器・総合点検業務 

    ４  入札場所  福岡県庁 

    ５  契約期間  契約締結日から令和８年３月31日まで 

    ６  入札予定日  令和７年８月22日 

    ７  入札金額    入札書に記載する金額×110／100 

    ８  保険金額   入札金額の100分の５以上 

    ９  保険期間   入札予定日から14日間 

10  証書作成日 入札予定日以前 

 

（３）の場合 

過去２年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人等を含む

。）との同種及び規模をほぼ同じくする契約を２件以上誠実に履行したことを証明する書

面（当該発注者が交付した証明書に限る。）を提出する必要があります。 

①「過去２年の間」とは 

    令和７年８月22日（開札日）から過去２年間の間に履行が完了していること 

    ※複数年契約の場合、最終年度の履行が完了していること。 

   ②「同種」とは 

    消防設備点検業務であること。 

③「規模をほぼ同じくする」とは 

入札書に記載する金額×110／100（税込み）の２割に相当する金額より高い金額の契

約であること。 

   ④「当該発注者が交付した証明書」とは 

    当該発注者が交付した履行を証明する書類の原本であること。契約書の写し等では、

履行が完了したことを確認できないため不可とする。 

   ⑤提出期限 

    入札書の提出までに証明書の原本を提出してください。ただし、内容を確認する必要

があるので、なるべく早くご提出ください。 

 

２．契約保証金について 

落札後の契約保証金も、入札保証金と同様の取り扱いですが、落札金額に乗ず

る率が変わります。入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することもで

きます。  

契約保証金の納付方法等については、落札決定後、落札者に対し別途お知らせ

します。  


